
様式第三（第十九条関係）（平12総府令94・令2環省令9・一部改正）（第1面）南極地域活動行為者証CertificateforAntarcticActivities第号№年月日yy／mm／dd有効期間年月日から年月日までValidyy／mm／ddthroughyy／mm／dd環境大臣印MinisterofEnvironmentGovernmentofJapan確認を受けた年月日Dateofcertification氏名（名称及び代表者の氏名）Name（Nameofthejuridicalpersonandthenameofitsrepresentative）確認された南極地域活動に係る事項IssuesrelatedtotheAntarcticActivities目的Purpose時期Timing三六七・79三六七・80三六七・81三六七・82三六七・97三六七・98（―・108）三六七・109三六七・110三六七・115三六七・116（―・146）三六七・147三六七・148［別紙2］南極地域活動の目的、時期、場所、実施方法等の総括表南極地域活動の区分番号目的時期場所及び自然環境の況実施方法制限関連行為の有無行為者の人数及び氏名その他［記載要領］1．本様式は別紙1に記載した個々の南極地域活動ごとに作成すること。2．「南極地域活動の区分」及び「番号」については、別紙1の南極地域活動の区分及び番号を記載すること。3．「目的」については、計画に含まれる南極地域活動が複数ある場合には、計画全体の中で当該南極地域活動が分担する個別的かつ具体的な目的を記載すること。4．「時期」については、当該南極地域活動の着手及び完了の予定日を記載すること。気象等の条件により着手及び完了の日の特定が困難な場合には、当該南極地域活動の実施が見込まれる期間の始期及び終期並びに当該南極地域活動に要する日数を記載すること。5．「場所」については、当該南極地域活動の実施場所を経緯度及び地名等により記載すること。野外調査や輸送等については、出発点、目的地のほか移動経路の要（主要中継点等）も記載すること。なお、気象、交通等の条件により、南極地域活動の場所や経路の変動が予想される場合には、想定される変動の範囲が明らかになるよう記載すること。また南極地域活動の場所又は経路の要を示す案内図及び当該場所の詳細を示す位置図を添付すること。これらの添付図の縮尺は活動の内容及び範囲に応じて適宜選択すること。「自然環境の況」については、南極地域活動が行われる場所やその周辺地域における地形の況、露岩地域、水系、植生、動物の繁殖地又は生息地等保護上留意すべき対象の有無及び当該南極地域活動とこれらの対象との位置関係について記述すること。またこれらの対象の位置については、できる限り上記の添付図に記載すること。6．「実施方法」については、以下の例を参考にしつつ、当該南極地域活動の類型及び特性に応じて記載項目を選定し、各項目ごとに具体的に記載すること。なお、7の制限関連行為として記載される事項については、省略して差し支えないこと。［観測隊の活動の場合］南極地域活動の類型記載項目施設内部での観測・研究・観測・研究の対象及び材料・観測・研究の方法及び使用機材野外（陸域）での観測・調査・観測・調査の対象（地形・地質、鉱物、気象、電磁波、動植物種、生態系等）・車両・航空機等の使用又は運行方法・野営方法・観測・調査の方法及び使用機材（ラジオゾンデ、ロケット、火器の使用を含む。）海洋での観測・調査・観測・調査の対象（海象、地形・地質、鉱物資源、生物相等）・観測・調査の方法及び使用機材土地の造成その他土地の形状・規模（造成面積、建築面積、高さ等）の変更及び工作物の新築、増・構造及び材料改築、撤去・工事の施行方法（使用機材、作業区域、仮設工作物等）・施設の使用期間及び工事終了後の取扱い基地における生活基盤の維持・持込燃料の種類、量及び保管方法・熱及び電力供給施設の要、運転方法、燃料使用量・水源及び給水施設の要、水使用量・その他持込資材の種類、量、保管方法資材の輸送及び保管・資材の種類・運搬機材、輸送方法及び回数・中継点における保管の方法観測船の航行及び接岸・使用船舶の船名及び船籍・使用船舶の諸元［観光クルーズ活動の場合］南極地域活動の類型記載項目クルーズ船の航行及び接岸・使用船舶の諸元・主要探勝対象・探勝・観察の方法（鳥類等の群れへの接近の有無）小型舟艇による上陸・上陸地点別の・使用舟艇・一回の上陸人数及び同一地点でののべ上陸回数・探勝・観察対象及び方法（行動範囲、鳥類等の群れへの接近、植生の踏み付けの有無等を含む。）・上陸時間帯及び1回の上陸の滞留時間・安全確保のための措置航空機による探勝及び着陸・使用機材及び搭乗人員数・飛行経路及び高度・探勝・観察対象及び方法・着陸地点別の・人数及び回数・探勝・観察対象及び方法（行動範囲、鳥類等の群れへの接近、植生の踏み付けの有無等を含む。）・時間帯及び1回の着陸行動の滞留時間・安全確保のための措置［探検活動、登山の場合］南極地域活動の類型記載項目活動基地への到達、資材の搬・交通又は輸送の手段入、仮置、活動支援・使用機材・運航会社名・主な資材の内容及び量・資材の仮置の方法・活動支援体制探険、登山・交通又は輸送の手段・主な携行機材、物資・野営方法・支援基地との連絡手段・安全確保のための措置7．「制限関連行為の有無」については、別紙3及び別紙3―1から別紙3―7までによりその有無及び詳細な内容を明らかにすることとし、該当する場合には本欄に別紙3又は別紙3―1から別紙3―7までのいずれかのとおりと記載すること。8．「行為者の人数及び氏名」については、当該南極地域活動を実行する行為者の実数及び氏名を記載すること。なお、申請の時点ですべての行為者の氏名が確定していない場合には、確定している者についてのみ記載すること。ただし、行為者の数については、氏名が未確定の者も含めた数を記載すること。9．南極特別管理地区内で活動が実施される場合には、「その他」に当該南極特別管理地区名を記載すること。10．南極地域活動を法人の業務としてする行為者がある場合には、「その他」に当該法人の名称及び住所並びに代表者の氏名を当該行為者との対応関係が明らかになるように記載すること。処分方法の区分整理番号処分方法の詳細除去による環境影響の場所程度が遺棄した場合より大きいと認められる遺棄する廃棄物及D―1場合のその場への遺棄びその現状（法第16条第4号）D行為者の氏名場所遺棄する廃棄物及D―2びその現状行為者の氏名その他の液状廃棄物の場所処分であってやむを得ず行われ、かつ環境影E―1処分の方法響の程度が軽微であるもの。（法第16条第5行為者の氏名号）E場所E―2処分の方法行為者の氏名［記載要領］1．「処分方法の区分」については、本様式中に記載されている処分方法の区分のうち当該南極地域活動において適用されるものを記載すること。2．同じ区分であっても処分を行う施設又は場所が異なる場合にあっては、小区分を行いそれぞれについて処分方法の詳細を記載するものとし、その際には、必要に応じ適宜欄を追加して記載すること。ただし、野外活動に伴うし尿の処分等少量かつ分散的に行われる処分にあっては、同じ方法で行われる処分については一括して記載すること。3．「場所」については、少量かつ分散的に行われる場合を除き原則として位置図を添付すること。［別紙3―5］ポリ塩化ビフェニル（別名PCB）及び南極地域の環境の保護に関する法律施行令第5条で定める物の南極地域への持込みの詳細南極地域活動の区分番号持ち込みを行う物の品目持ち込みを行う量目的持ち込みの方法行為者の氏名［記載要領］1．「目的」については、駆除剤を持ち込む場合の目的を記載すること。2．「持ち込みの方法」については、南極地域にある間船舶内又は航空機内に保管するか否かを記載すること。［別紙3―6］南極特別保護地区への立入りの詳細南極地域活動の区分番号南極特別保護地区の名称管理計画のない地区の場合立入りの目的及び必要性南極特別保護地区内での行為の内容出入りの経路及び地区内での移動経路立入りを行う時期及び期間管理計画のある地区の場合環境省令に定める要件との対応行為者の氏名［記載要領］1．「管理計画のない地区の場合」①「立ち入りの必要性」については、他の場所では目的を達成することができない理由を記載すること。②「南極特別保護地区内での行為の内容」には、観測、調査又は施設の設置等南極特別保護地区内で実施される活動の類型及びその実施方法を別紙2記載要領6に準じて記載すること。③「出入りの経路及び地区内の移動経路」については、別紙2記載要領5に準じて記載すること。なお、地区内での調査、野営又は施設の設置等を行う地点も含めること。④「立入りを行う時期及び期間」については、別紙2記載要領4に準じて記載すること。2．「管理計画のある地区の場合」①環境省令に定める要件との対応については、当該南極特別保護地区に係る環境省令別表第6に掲げる各要件について、それぞれ適合状況を判断するために必要な事項を記載すること。［別紙3―7］南極史跡記念物の補修等の詳細南極地域活動の区分番号南極史跡記念物の名称目的内容及び実施方法時期行為者の氏名［記載要領］1．「目的」については、補修、展示解説用資料の設置等の目的を記載すること。2．「内容及び実施方法」については、使用機材、補修方法等を記載すること。3．「時期」については、別紙2記載要領4に準じて記載すること。（第2面）場所Place実施方法Implementationmethod条件Conditions（第3面）確認された南極地域活動に係る生物の持込みに関する事項IssuesrelatedtotheintroductionoflivingorganismorcarcasseswhichconstitutesthecertifiedAntarcticActivities(PermitunderArticle4,AnnexIItotheProtocolonEnvironmentalProtectiontotheAntarcticTreaty)（第4面）確認された南極地域活動に係る動植物等の採捕等又は生息状態等に影響を及ぼすおそれのある行為に関する事項Issuesrelatedtothecapturing,injuringorkillingofAntarcticMammalsorAntarcticBirds,collectingordamagingtheeggsofAntarcticBirds,oractingashavinganimpactonthelivingorgrowingconditionsorenvironmentofhabitatsofanimalsorplantswhichconstitutesthecertifiedAntarcticActivities(PermitunderArticle3,AnnexIItotheProtocolonEnvironmentalProtectiontotheAntarcticTreaty)（第5面）確認された南極地域活動に係る南極特別保護地区への立入りに関する事項IssuesrelatedtotheentrancetotheAntarcticSpeciallyProtectedAreaswhichconstitutesthecertifiedAntarcticActivities(PermitunderArticle7,AnnexVtotheProtocolonEnvironmentalProtectiontotheAntarcticTreaty(Article8oftheAgreedMeasuresfortheConservationofAntarcticFaunaandFlora））（第6面）その他Others（注）この行為者証の大きさは、日本産業規格B7とする。三六七・149三六七・150











 


